


別紙 

申 請 事 項 記 載 書 

 

１ 調査の名称 

 特定サービス産業実態調査 

 

２ 変更の内容 

変 更 案 変 更 前 変 更 理 由 

３ 調査対象の範囲 

（１）略 

（２）属性的範囲 

特定サービス産業実態調査は、標本設

計に基づく標本調査とし、別表の１か

ら３まで及び１０から２８までの項

に掲げる業種に属する事業所（以下

「調査事業所」という。）のうち、経

済産業大臣が指定するもの並びに別

表の４から９までの項に掲げる業種

に属する企業（以下「調査企業」とい

う。）のうち、経済産業大臣が指定す

るものについて行う。 

 

 

 

 

４ 報告を求める者 

（１）略 

（２）略 

（３）報告義務者 

 １）調査票による提出 

 ① 調査事業所及び調査企業（一括

調査企業を除く） 

 

  報告義務者（一括調査企業の報告

義務者を除く。）は、調査票に所定

３ 調査対象の範囲 

（１）略 

（２）属性的範囲 

特定サービス産業実態調査は、

標本設計に基づく標本調査とし、

別表の１から３及び１０から２

８までの項に掲げる業種に属す

る事業所（以下「調査事業所」と

いう。）のうち、経済産業大臣が

指定するもの並びに別表の４か

ら９までの項に掲げる業種に属

する企業（以下「調査企業」とい

う。）のうち、経済産業大臣が指

定するものについて行う。 

 

 

 

４ 報告を求める者 

（１）略 

（２）略 

（３）報告義務者 

 １）調査票による提出 

 ① 別表の１から３及び１０から

２８までの項に掲げる業種 

 

ア 報告義務者（一括調査企業の報告

義務者を除く。）は、調査票に所定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・調査組織及び調査方

法の変更のため 

 

 

 

 

 

 



の事項を記入し、これに記名して、

１部を調査期日の属する年の７月

３１日までに経済産業大臣に提出

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 一括調査企業 

  一括調査企業の報告義務者は、調

査票に所定の事項を記入し、これに

記名して、１部を調査期日の属する

年の８月１５日までに経済産業大

臣に提出する。 

 

２）電子情報処理組織による提出 

① 略 

② 電子情報処理組織を使用して提

出する場合は、前記①の電子計算機

に備えられたファイルへの記録が

された時に調査票が経済産業大臣

に提出されたものとする。 

 

 

 

の事項を記入し、これに記名して、

１部を調査期日の属する年の７月３

１日までに都道府県知事に提出す

る。 

イ 都道府県知事は、調査票を整理

し、審査した上、調査期日の属する

年の翌年９月３０日までに経済産業

大臣に提出する。 

 

 ② 別表の４から９までの項に掲

げる業種     

  報告義務者（一括調査企業の報告

義務者を除く。）は、調査票に所定

の事項を記入し、これに記名して、

１部を調査期日の属する年の７月３

１日までに経済産業大臣に提出す

る。 

 ③ 一括調査企業 

  一括調査企業の報告義務者は、調

査票に所定の事項を記入し、これに

記名して、１部を調査期日の属する

年の８月１５日までに経済産業大

臣に提出する。 

 

２）電子情報処理組織による提出 

① 略 

② 電子情報処理組織を使用して提

出する場合は、前記①の電子計算機

に備えられたファイルへの記録が

された時に調査票が経済産業大臣

又は都道府県知事に提出されたも

のとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・調査組織及び調査方

法の変更のため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 報告を求める事項及びその基準

となる期日又は期間 

（１）略 

（２）基準となる期日又は期間  

平成２６年７月１日現在によっ

て行う。ただし、５の（１）の

⑧から⑬までの年間実績を把握

する事項については、調査実施

年の前年１月１日から１２月３

１日までの１年間によって行

う。 

 

６ 報告を求めるために用いる方法 

（１）調査組織 

  経済産業省－民間事業者－報告

者 

   

 

 

 

 

 

 

（２）調査方法（□調査員調査 ■郵

③ 別表の１から３及び１０から２

８までに掲げる業種の報告義務者か

ら前記①及び②により都道府県知事

に対して提出があった場合、都道府

県知事は、記録がされたファイルを

整理した上、調査期日の属する年の

９月３０日までに審査を終了するこ

とで経済産業大臣への調査票の提出

に代えることができる。 

 

５ 報告を求める事項及びその基準

となる期日又は期間 

（１）略 

（２）基準となる期日又は期間  

平成２５年７月１日現在によっ

て行う。ただし、５の（１）の

⑧から⑬の年間実績を把握する

事項については、調査実施年の

前年１月１日から１２月３１日

までの１年間によって行う。 

 

 

６ 報告を求めるために用いる方法 

（１）調査組織 

  調査員調査：経済産業省－都道府

県－統計調査員－報告者 

  郵送調査（調査企業）：経済産業

省－民間事業者－報告者 

  郵送調査（一括調査企業）：経済

産業省－報告者 

  ※いずれの場合もオンラインに

よる報告が可能 

 

（２）調査方法（■調査員調査 ■郵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・基準となる期日を変

更するため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・調査組織及び調査方

法の変更のため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



送調査 ■オンライン調査 □その

他（       ）） 

経済産業省は、民間事業者を通

して郵送により、報告義務者に

調査票の記入を依頼し、郵送又

はオンラインにより調査票を回

収する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、業務委託内容は、調査

票の印刷・送付・回収・督促・

未記入照会・審査・集計に係る

業務とする。 

 

13 その他（東日本大震災に伴う計画

の一部変更）東日本大震災により、調

査計画を一部変更する。詳細について

は、別添２のとおり。 

 

別添２ 

東日本大震災に伴う調査計画の変更 

１ 変更内容 

 平成23年３月11日に発生した東

日本大震災に伴う原子力発電所の

事故に関して原子力災害対策特別

措置法（平成 11 年法律第 156 号）

第15条第３項又は第20条第３項の

送調査 ■オンライン調査 □その

他（       ）） 

  １）調査員調査 

統計調査員は、調査事業所の報

告義務者に調査票の記入を依頼

し、回収する。 

  ２）郵送調査 

    経済産業省は、調査企業及び

一括調査企業の報告義務者に

調査票の記入を依頼し、回収す

る。 

  ３）オンライン調査 

    経済産業省及び都道府県は、

報告義務者に調査票の記入を

依頼し、回収する。 

 

なお、調査企業を対象とした

郵送調査の業務委託内容は、調

査票の送付・回収・督促・未記

入照会に係る業務とする。 

 

13 その他（東日本大震災に伴う計画

の一部変更）東日本大震災により、調

査計画を一部変更する。詳細について

は、別添２のとおり。 

 

別添２ 

東日本大震災に伴う調査計画の変更 

１ 変更内容 

 平成23年３月11日に発生した東

日本大震災に伴う原子力発電所の

事故に関して原子力災害対策特別

措置法（平成 11 年法律第 156 号）

第15条第３項又は第20条第３項の

 

・調査組織及び調査方

法の変更のため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・民間事業者への業務

委託内容を変更する

ため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



規定により内閣総理大臣又は原子

力災害対策本部長（同法第 17 条第

１項に規定する原子力災害対策本

部長をいう。）が市町村長（特別区

の長を含む。）又は都道府県知事に

対して行った次の各号に掲げるい

ずれかの指示の対象となった区域

に含まれる事業所及び企業を調査

対象から除く。ただし、避難解除等

区域（避難解除区域及び現に避難指

示の対象となっている区域のうち

原子力災害対策特別措置法第 20 条

第２項の規定により原子力災害対

策本部長が福島県の市町村長又は

福島県知事に対して行った指示に

おいて近く当該避難指示が全て解

除される見込みであるとされた区

域をいう。）に含まれる事業所及び

企業を除く。 

 

 

規定により内閣総理大臣又は原子

力災害対策本部長（同法第 17 条第

１項に規定する原子力災害対策本

部長をいう。）が市町村長（特別区

の長を含む。）又は都道府県知事に

対して行った次の各号に掲げるい

ずれかの指示の対象となった区域

に含まれる事業所及び企業を調査

対象から除く。 

 



特定サービス産業実態調査計画（案） 

 

１ 調査の名称 

特定サービス産業実態調査 

 

２ 調査の目的 

特定サービス産業実態調査は、サービス産業の実態を明らかにし、サービス産業に関する施策の基礎

資料を得ることを目的とする。 

 

３ 調査対象の範囲 

（１）地域的範囲 

全国 

（２）属性的範囲 

特定サービス産業実態調査は、標本設計に基づく標本調査とし、別表の１から３まで及び１０から

２８までの項に掲げる業種に属する事業所（以下「調査事業所」という。）のうち、経済産業大臣が

指定するもの並びに別表の４から９までの項に掲げる業種に属する企業（以下「調査企業」という。）

のうち、経済産業大臣が指定するものについて行う。 

 

４ 報告を求める者 

（１）数：約55,000事業所又は企業 

標本抽出の基礎となる母集団の大きさ：約３１万事業所又は企業（平成２１年経済センサス-基礎調

査） 

（２）選定の方法（□全数 ■無作為抽出 □有意抽出） 

「特定サービス産業実態調査における標本設計」参照 

（３）報告義務者 

調査事業所の管理責任者及び調査企業を代表する者。ただし、経済産業大臣が指定する企業（以下

「一括調査企業」という。）に属する調査事業所にあっては、一括調査企業を代表する者。 

なお、調査票の提出は次による。 

  １）調査票による提出 

   ① 調査事業所及び調査企業（一括調査企業除く） 

報告義務者（一括調査企業の報告義務者を除く。）は、調査票に所定の事項を記入し、これに

記名して、１部を調査期日の属する年の７月３１日までに経済産業大臣に提出する。 

② 一括調査企業 

  



 一括調査企業の報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名して、１部を調査期

日の属する年の８月１５日までに経済産業大臣に提出する。 

  ２）電子情報処理組織による提出 

① 報告義務者は、「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」（平成１４年法律

第１５１号）第３条第１項の規定による電子情報処理組織を使用して、所定の事項を入力し、一

括調査企業の報告義務者は調査期日の属する年の８月１５日までに、それ以外の報告義務者は調

査期日の属する年の７月３１日までに提出する。 

② 電子情報処理組織を使用して提出する場合は、前記①の電子計算機に備えられたファイルへの

記録がされた時に調査票が経済産業大臣に提出されたものとする。 

  ３）フレキシブルディスクによる提出 

① 一括調査企業の報告義務者は、フレキシブルディスクに所定の事項を記録し、これに一括調査

企業名等を記載したラベルをはり付け、１枚を調査期日の属する年の８月１５日までに経済産業

大臣に提出する。 

② フレキシブルディスクを使用して提出する場合は、前記①の経済産業大臣に提出することで調

査票の提出に代えることができる。 

 

５ 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間 

（１）報告を求める事項 

   以下に掲げる事項のうち、調査企業及び調査事業所の業種及び従業者数に応じて必要なものについ

て調査を行う。 

①事業所名及び所在地 

②企業名及び所在地 

③本社の所在地 

④経営組織及び資本金額又は出資金額 

⑤本支社別 

⑥事業の形態 

⑦会社系統 

⑧年間売上高 

⑨年間契約高及び契約件数 

⑩年間営業費用及び年間営業用固定資産取得額 

⑪入場者数 

⑫会員数 

⑬受講生数 

  



⑭加盟店数 

⑮施設 

⑯従業者数 

（２）基準となる期日又は期間 

平成２６年７月１日現在によって行う。ただし、５の（１）の⑧から⑬までの年間実績を把握する

事項については、調査実施年の前年１月１日から１２月３１日までの１年間によって行う。 

 

６ 報告を求めるために用いる方法 

（１）調査組織 

   経済産業省－民間事業者－報告者 

（２）調査方法（□調査員調査 ■郵送調査 ■オンライン調査 □その他（       ）） 

   経済産業省は、民間事業者を通して郵送により、報告義務者に調査票の記入を依頼し、郵送又はオ

ンラインにより調査票を回収する。 

 

なお、業務委託内容は、調査票の印刷・送付・回収・督促・未記入照会・審査・集計に係る業務と

する。 

 

７ 報告を求める期間 

（１）調査の周期 

   １年。 

（２）調査の実施期間又は調査票の提出期限 

   調査事業所及び調査企業：提出期限は調査実施年の７月３１日。 

   一括調査企業：提出期限は調査実施年の８月１５日。 

 

８ 集計事項 

  集計事項は、別添１の集計様式に掲げる事項とする。 

 

９ 調査結果の公表の方法及び期日 

（１）公表の方法 

  経済産業大臣は集計結果をインターネット及び定期刊行物により公表する。 

（２）公表の期日 

  調査期日から１年以内。 

 

  



10 使用する統計基準 

調査対象の範囲の画定に当たっては、日本標準産業分類によるとともに、集計結果の表章についても

同分類の小分類による。 

 

11 調査票情報の保存期間及び保存責任者 

関係書類の保存期間及び保存責任者は、次のとおりとする。 

 

関 係 書 類 保存責任者 保存期間 

調査票及びフレキシブルディスク 経済産業大臣 ３年 

集   計   表 経済産業大臣 ３年 

調査票及びフレキシブルディスク並び

に集計表の内容を記録した電磁的記録

（電子的方式、磁気的方式その他人の

知覚によっては認識することができな

い方式で作られた記録をいう。） 

経済産業大臣 永年 

 

12 立入検査等の対象とすることができる事項 

５の（１）の報告を求める事項のうち、⑥から⑯までに掲げる事項。 

 

13 その他（東日本大震災に伴う計画の一部変更） 

東日本大震災により、調査計画を一部変更する。詳細については、別添２のとおり。 

  



別表

番号 業　　種（報告者数） 業　種　の　範　囲

1 ソフトウェア業（2414）

　統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める
政令の規定に基づき、産業に関する分類の名称及び分類表を定める等
の件（平成19年総務省告示第618号）に定める日本標準産業分類に掲げ
る小分類391－ソフトウェア業のうち、経済産業大臣が指定するもの

2 情報処理・提供サービス業（4654）
　日本標準産業分類に掲げる小分類　392-情報処理・提供サービス業
のうち、経済産業大臣が指定するもの

3
インターネット附随サービス業
（1105）

　日本標準産業分類に掲げる小分類　401-インターネット附随サービス
業のうち、経済産業大臣が指定するもの

4 映像情報制作・配給業（2031）
　日本標準産業分類に掲げる小分類　411-映像情報制作・配給業のう
ち、経済産業大臣が指定するもの

5 音声情報制作業（272）
　日本標準産業分類に掲げる小分類　412-音声情報制作業のうち、経
済産業大臣が指定するもの

6 新聞業（547）
　日本標準産業分類に掲げる小分類　413-新聞業のうち、経済産業大
臣が指定するもの

7 出版業（2100）
　日本標準産業分類に掲げる小分類　414-出版業のうち、経済産業大
臣が指定するもの

8
映像・音声・文字情報制作に附帯
するサービス業（913）

　日本標準産業分類に掲げる小分類　416-映像・音声・文字情報制作に
附帯するサービス業のうち、経済産業大臣が指定するもの

9
クレジットカード業，割賦金融業
（468）

　日本標準産業分類に掲げる小分類　643-クレジットカード業，割賦金
融業のうち、経済産業大臣が指定するもの

10 各種物品賃貸業（1283）
　日本標準産業分類に掲げる小分類　701-各種物品賃貸業のうち、経
済産業大臣が指定するもの

11 産業用機械器具賃貸業（4557）
　日本標準産業分類に掲げる小分類　702-産業用機械器具賃貸業のう
ち、経済産業大臣が指定するもの

12 事務用機械器具賃貸業（390）
　日本標準産業分類に掲げる小分類　703-事務用機械器具賃貸業のう
ち、経済産業大臣が指定するもの

13 自動車賃貸業（2030）
　日本標準産業分類に掲げる小分類　704-自動車賃貸業のうち、経済
産業大臣が指定するもの

14 スポーツ・娯楽用品賃貸業（653）
　日本標準産業分類に掲げる小分類　705-スポーツ・娯楽用品賃貸業の
うち、経済産業大臣が指定するもの

15 その他の物品賃貸業（2657）
　日本標準産業分類に掲げる小分類　709-その他の物品賃貸業のうち、
経済産業大臣が指定するもの

16 デザイン業（3775）
　日本標準産業分類に掲げる小分類　726-デザイン業のうち、経済産業
大臣が指定するもの

17 広告業（2803）
　日本標準産業分類に掲げる小分類　731-広告業のうち、経済産業大
臣が指定するもの

18 機械設計業（2145）
　日本標準産業分類に掲げる小分類　743-機械設計業のうち、経済産
業大臣が指定するもの

19 計量証明業（735）
　日本標準産業分類に掲げる小分類　745-計量証明業のうち、経済産
業大臣が指定するもの

20 冠婚葬祭業（1652）
　日本標準産業分類に掲げる小分類　796-冠婚葬祭業のうち、経済産
業大臣が指定するもの

21 映画館（699）
　日本標準産業分類に掲げる小分類　801-映画館のうち、経済産業大
臣が指定するもの

22
興行場（別掲を除く），興行団
（1055）

　日本標準産業分類に掲げる小分類　802-興行場（別掲を除く），興行
団のうち、経済産業大臣が指定するもの

23 スポーツ施設提供業（2576）
　日本標準産業分類に掲げる小分類　804-スポーツ施設提供業のうち、
経済産業大臣が指定するもの

24 公園，遊園地（937）
　日本標準産業分類に掲げる小分類　805-公園，遊園地のうち、経済産
業大臣が指定するもの

25 学習塾（4280）
　日本標準産業分類に掲げる小分類　823-学習塾のうち、経済産業大
臣が指定するもの

26 教養・技能教授業（5459）
　日本標準産業分類に掲げる小分類　824-教養・技能教授業のうち、経
済産業大臣が指定するもの

27
機械修理業（電気機械器具を除く）
（2075）

　日本標準産業分類に掲げる小分類　901-機械修理業（電気機械器具
を除く）のうち、経済産業大臣が指定するもの

28 電気機械器具修理業（1481）
　日本標準産業分類に掲げる小分類　902-電気機械器具修理業のう
ち、経済産業大臣が指定するもの




